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【問い合わせ先】 柏崎市役所  ０２５７－２３－５１１１（代） 

●福祉課  障害福祉係 TEL：２１－２２９９ FAX：２１－１３１５ 
 障害相談係 TEL：２１－２３５７ 

（〒９４５－８５１１ 日石町２-１） 

 

●高柳町事務所   TEL：４１－２２３３  FAX：４１－２２３５ 

（〒９４５－１５９５ 高柳町岡野町１８４９-１） 

 

●西山町事務所  TEL：４７－４００１  FAX：４７－２９１９ 

（〒９４９－４１９３ 西山町池浦１１７-２） 

 

令和 8(2026)年 4 月 1 日現在 

 

 
※こ の ガイ ド ブッ ク は、 表紙 に 記載 の 日付 現 在の もの で す。  

今後 、 法改 正 や制 度 変更 等に よ り、 内 容が 変 わる 場合 が あり ま すの で 、ご 了承 く ださ い 。 
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詳しくは、各担当窓口にお問い合わせください。 
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手帳の交付 

（１）身体障害者手帳（身体手帳）  

身体障害者福祉法に基づいて交付され､各種の福祉制度･サービスを受ける際に必要な手帳です｡ 

① 対象となる方・障害の程度 

身体に、下表に挙げた障害が永続してあり、その障害が県指定医師によって交付基準
に該当すると判断された方が対象となります。 

障    害    名 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

視 覚 障 害 
      

聴 覚 障 害 
      

平 衡 機 能 障 害 
      

音 声 ･言 語 ・ 咀 嚼 機 能 障 害 
      

上 肢 不 自 由 
      

下 肢 不 自 由 
      

体 幹 不 自 由 
      

脳 原 性 運 動 

機 能 障 害 

上 肢 機 能 
      

移 動 機 能 
      

心 臓 機 能 障 害       

じ ん 臓 機 能 障 害       

呼 吸 器 機 能 障 害       

ぼ う こ う 又 は 直 腸 機 能 障 害       

小 腸 機 能 障 害       

ﾋﾄ免疫不全ｳｨﾙｽによる免疫機能障害       

肝 機 能 障 害       

※実線     は１種区分、点線    は２種区分。線の引かれていない障害級は、 

該当がありません。 

※既に交付されている身体手帳は、身体の状況に応じて等級の変更や、別の障害を追加す
ることができます。 

 

 

 

 

１ 



１ 手帳の交付 

 2 

 

② 申請に必要な書類等 

新規申請のとき 

■診断書 

（県指定医師が記入したもの） 

■本人の顔写真 

（縦４㎝×横３㎝）1 枚 

■交付申請書 

■マイナンバーカード 

 

障害の程度が変わったとき ■診断書 

（県指定医師が記入したもの） 

■本人の顔写真 １枚 

■手帳      違う障害を追加するとき 

手帳をなくしたとき ■本人の顔写真 １枚      

手帳が破損したり、写真を
交換したいとき 

■本人の顔写真 １枚 

■手帳 

住所・氏名が変わったとき ■手帳  

本人が亡くなったとき ■手帳  

 

■返還届 

 

 

③ その他 

次に該当する状態の方は、６５才になると後期高齢者医療制度に加入することができ
ます（通常は７５才から全員加入）。加入すると、医療費の自己負担割合が１割（現役並
み所得者は３割）になります。 

・身体手帳１～３級 

・身体手帳４級のうち、音声機能または言語機能障害、下肢障害の１・３・４項 

 

④ 問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（２）療育手帳  

知的障害の方が各種の福祉制度・サービスを受けるために利用する手帳です。 

① 対象となる方・障害の程度 

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、次の内容に該当すると判断された方 

障 害 等 級 障 害 程 度 種 別 

Ａ（重 度） 

１.知能指数がおおむね３５以下で日常生活において介
助又は監護を必要とする方 

２.肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数
がおおむね５０以下で、日常生活において介助又は
監護を必要とする方 

１ 種 

Ｂ（その他） 重度に該当しない方 ２ 種 

 

② 申請に必要な書類等 

新規申請のとき 

■交付申請書 

■本人の顔写真（縦４㎝×横３㎝） １枚 

■マイナンバーカード 

住所・氏名・保護者が変わったとき 

■変更申請書 

■手帳  

■マイナンバーカード 

手帳をなくしたとき 
■再交付申請書 

■本人の顔写真 １枚 

手帳が破損したり、写真を交換したいとき 
■再交付申請書 

■手帳 ■本人の顔写真 １枚 

本人が亡くなったとき ■手帳 

 

③ 判定・再判定について 

・申請書類等を提出すると、別に指定される日に長岡児童相談所（長岡知的障害者更生
相談所）で面接判定を受けます。 

・療育手帳は、ほとんどの場合有効期限があり、記載されている次回判定時期に再判定
を受けます。書類等の提出は特に必要ありませんが、指定された日時に長岡児童相談
所で面接を受けていただくことになります。 

 

④ その他 

・障害等級「Ａ」の方は、６５才になると後期高齢者医療制度に 

加入することができます（通常は７５才から全員加入）。 

加入すると、医療費の自己負担割合が１割（現役並み所得者は３割） 

になります。 

 

⑤ 問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係  
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（３）精神障害者保健福祉手帳（精神手帳）  

精神障害の方が各種の福祉制度・サービスを受けるために利用する手帳です。 

①  対象となる方・障害の程度 

新潟県精神保健福祉センターでの診断書判定または障害年金の等級により、次の内容に
該当すると判断された方。 

障 害 等 級 障 害 程 度 種 別 

１級 
ひとりでは日常生活が送れない人 

（他の人の助けがないと生活できない状態） 
第 1 種 

２級 
日常生活に制限を受けるが、少しの援助である程度自立ができる人 

（デイケアや作業所に参加できる程度の状態） 
第 2 種 

３級 
日常・社会生活上の制限があるが、ある程度自立して社会生活や就
労のできる人 

 

② 申請に必要な書類等 

新規申請のとき 

■交付申請書 ■診断書または障害年金証書等の写し 

■本人の顔写真（縦４㎝×横３㎝） １枚 

■マイナンバーカード   

更新申請のとき 

■新規申請と同じ書類等 

（障害等級が変わらない場合、顔写真は不要） 

■手帳 

住所・氏名が変わったとき ■変更届 ■手帳  

手帳をなくしたとき ■再交付申請書 ■本人の顔写真 １枚  

手帳が破損したとき、写真を
交換したいとき 

■再交付申請書 ■本人の顔写真 １枚  

■手帳 

本人が亡くなったとき ■手帳 

 

③ 有効期間 

・精神手帳の有効期間は２年間です。 

・有効期限の３か月前から更新の手続きができます。 

 

④ その他 

・精神手帳１・２級の方は、６５才になると後期高齢者医療制度に加入することができ
ます（通常は７５才から全員加入）。加入すると、医療費の自己負担割合が１割（現役
並み所得者は３割）になります。 

 

⑤ 問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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医療 

（１）重度心身障害者医療費助成事業（県障医療）  

①対象となる方（次のいずれかに該当する方） 

・身体手帳１級・２級・３級の方 

・療育手帳「Ａ」の方 

・精神手帳１級の方 

・上記と同程度の障害があると市長が認めた方 

 

◆所得制限：一定の基準以上の所得がある場合は助成が行われません。 

 受給者、配偶者又は扶養義務者の前年所得が対象となります。 

  所 得 額 

受給者 ３，６６１，０００円 

配偶者、扶養義務者 ６，２８７，０００円 

  ※所得制限は扶養親族等の人数や社会保険料の控除額により変わります。 

 

②申請に必要な書類等 (指定様式は窓口にあります。) 
 ・県障受給者証交付申請書（指定様式） 

・現況届 （指定様式） 

・委任状 （指定様式） 

・個人番号（マイナンバー）確認書類（マイナンバーカード・通知カード等） 

・身体手帳、療育手帳、精神手帳のいずれか 

・医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 

・印鑑 

 

③助成の内容 

・医療費及び入院時食事療養費標準負担額を助成します。（入院時食事療養費標準負担
額については、標準負担額減額認定証を所持している方に限ります） 

・自立支援医療など他の制度による医療費助成が受けられる場合は、自己負担額の低
い方が優先されます。 

 ・県障の医療費助成は申請した月の翌月１日からとなります。 

 

１）通常の外来・入院の場合 

外    来 
 月４回までは１回につき５３０円以内（５回目以降は０円） 

※ひとつの医療機関ごとに支払います。 

薬局での薬剤 
０円 

※先発医薬品の処方を希望された場合は特別料金がかかります。 

入    院 １日  １，２００円 

訪 問 看 護 １日    ２５０円 

 

   

２ 
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２）入院時食事療養費 

国民健康保険、後期高齢者医療、社会保険及び共済組合等の保険者から入院時食事療
養費減額認定を受けた方は、医療機関に県障受給者証を提示することによって入院時
食事療養費の負担額が減免されます。 

※減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の交付を受けるには、市町村民
税非課税等の条件があります。詳しくは各医療保険担当窓口にお尋ねください。 

 

３）償還払いによる助成 

次にあげる医療のように、一旦自己負担全額を支払ったときは、申請に基づいて払い
戻しを行います。 

医療の区分 助成内容 必要書類等 

県外医療機関に受診し
た際に、県障受給者証を
持参しなかった場合 

通常の外来・入院の
場合と同じ 

・医療機関発行の領収書 

（明細等で保険適用分がわかるもの） 

・医療保険の資格確認書または資
格情報のお知らせ 

・受給者名義の普通預貯金通帳  

・印鑑 

あんま、はり・きゅう・
マッサージ（ただし、医
療保険が使用できる機
関に限る） 

通常の外来・入院の
場合と同じ 

・受診機関によって受領証明を受
けた医療費助成申請書 

・医療保険の資格確認書または資
格情報のお知らせ 

・受給者名義の普通預貯金通帳 

・印鑑 

治療用装具、看護・移送 

※医療保険担当窓口で
も手続きが必要 

全 額 助 成 

・医療機関発行の領収書 

・医師の証明書 

・医療保険の資格確認書または資
格情報のお知らせ 

・受給者名義の普通預貯金通帳 

・印鑑 

 

④その他 

・県障医療受給者は、６５才になると後期高齢者医療制度に加入することができます。 

（本来は７５才からの加入となります。）その際、受給者証の記載内容が変わるため、
切り替えの手続きが必要になります。 

・医療保険の内容や種類が変わった場合は、変更の手続きが必要です。 

 

⑤問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（２）自立支援医療（更生医療）  

身体障害者の日常生活を容易にし、障害の状態を軽減するために必要な医療について、
医療費の自己負担額を軽減します。 

 

① 対象となる方 

身体手帳をお持ちの１８才以上の方 

●対象となる障害区分と主な医療 

障  害  区  分 医        療 

視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離術、虹彩切除術 

聴覚障害 形成術、穿孔閉鎖術 

音声・言語・咀嚼機能障害 形成術、歯科矯正 

肢体不自由 形成術、人工関節置換術 

心臓機能障害 ペースメーカー埋込術、弁口、心室心房中隔に対する手術 

じん臓機能障害 人工透析療法、じん移植術（抗免疫療法を含む） 

小腸機能障害 中心静脈栄養法 

免疫機能障害 抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法、ＨＩＶ感染症に関する治療 

肝臓機能障害 肝臓移植（抗免疫療法を含む） 

※指定自立支援医療機関で受診します。（指定医療機関は窓口にお尋ねください） 

 

②給付の内容 

自己負担が１割に軽減されます。 

世帯の所得状況に応じてひと月当たりの上限額が設定されます。 

 

③申請に必要な書類等 

・自立支援医療支給認定申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・医師の更生医療意見書 

・医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 

・身体手帳 

・特定疾病療養受療証（人工透析の方のみ） 

・所得を確認できる書類、又は同意書（指定様式が申請窓口にあります） 

・年金を受給している場合は年金額が確認できる書類 

・個人番号（マイナンバー）確認書類（個人番号カード・通知カード等） 

 （本人分だけでなく、同一健康保険加入者の個人番号確認書類が必要です。） 

  

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（３）その他の医療制度  

① 自立支援医療（育成医療） 

身体に障害のある、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある
１８歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できるものに対して、医療費の自己負担額
を軽減します。 

  １）対象者 

    保護者（申請者）が市内に居住する１８歳未満の児童で、身体に障害のある方、又
はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機
関における手術等の治療によって、その障害の除去・軽減が見込まれる方 

 

２）対象となる障害区分 

  １ 視覚障害 

  ２ 聴覚平衡機能障害 

  ３ 音声・言語・そしゃく機能障害 

  ４ 肢体不自由 

  ５ 心臓、腎臓、小腸、肝臓、免疫の機能障害 

  ６ その他の先天性内臓障害 

 

３）問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 

 

 

 

②自立支援医療（精神通院） 

精神疾患で通院医療を受ける方の医療費の負担を軽くします。 

  １）対象者 

    精神疾患の通院治療を受けている方 

（対象となる疾患については、主治医にご相談ください） 

 

２）助成内容 

  ・外来治療、処方薬、訪問看護にかかる医療費の自己負担を１割に軽減します。 

  ・さらに所得区分に応じて、１カ月の自己負担上限額を認定します。 

 

３）問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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③精神障害者医療費助成（入院助成） 

精神疾患で入院医療を受ける方の医療費を助成します。 

  １）対象者 

精神疾患の入院治療費を支払っている方。ただし、入院されている方が次のいずれか
に当てはまる場合は、助成を受けることができません。 

 ・70 歳以上の方 

 ・他の医療費助成を受けている方 

 ・措置入院中の方 

 ・生活保護を受けている方 

   

２）助成内容 

  ・支払った医療費の一部負担金（付加給付後の金額）の３分の１を助成します。 

  ・ひと月の助成限度額は 8,000 円です。 

 

３）問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

④小児慢性特定疾病医療費の助成 

１８才未満の児童で小児慢性特定疾患に罹患した場合、その治療に必要な医療費の自
己負担分の一部を助成する制度があります。 

●問い合わせ・申請窓口…柏崎地域振興局健康福祉部（柏崎保健所） 

柏崎市鏡町１１－９ 電話：２２－４１１２ 

 

 

⑤特定医療費（特定疾患）の支給 

原因が不明で治療方法が確立していない指定難病に罹患し一定の基準を満たしている
と認定された場合、その治療に必要な医療費の自己負担分の一部を支給する制度があり
ます。 

●問い合わせ・申請窓口…柏崎地域振興局健康福祉部（柏崎保健所） 

柏崎市鏡町１１－９ 電話：２２－４１６１ 

 

 

⑥特定疾病 

人工透析を受けている方、血友病の方などは、保険者（国民健康保険・社会保険・共済組 

合等）から「特定疾病療養受領証」の交付を受けられ、医療費の一部負担金が１ヶ月あたり
１０，０００円以内になります。（県障や自立支援医療（更生医療）との併給も可） 

●詳しくは各医療保険担当窓口にお尋ねください。 
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障害福祉サービス・障害児通所支援 

障害（身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病患者等）のある方が、在宅や通所な
どで利用できるサービスや入所施設で利用できるサービスなどがあります。 
 

（１） 介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、障害児通所支援 

①サービスの内容 

ア 介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付 

 サービスの名称 内          容 

介 
 

護 
 

給 
 

付 

居宅介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ） 自宅での入浴や排せつ、食事などの介助をします。 

重 度 訪 問 介 護 
重度の障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事
などの介助や外出時の移動の補助をします。 

行 動 援 護 
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行
動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 

同 行 援 護 
重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時に同行して移動の
支援を行います。 

短 期 入 所 (ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 

重度障害者等包括支援 
常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高い方
に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 

療 養 介 護 
医療の必要な障害があり常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓
練や療養上の管理、看護、介護などの支援をします。 

生 活 介 護 
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活
動などの機会を提供します。 

施 設 入 所 支 援 施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 

訓 

練 

等 

給 

付 

自 立 訓 練 
(機能・生活訓練・宿泊型自立訓練) 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身
体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 

就 労 移 行 支 援 
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動
の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 

就 労 継 続 支 援 
( A 型 ・ B 型 ) 

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活
動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をしま
す。雇用契約を結ぶ A 型と、雇用契約を結ばない B 型があります。 

就 労 定 着 支 援 
就労移行支援等を利用して一般就労した方に、事業主やサービス事
業所との連絡調整など、就労の継続を図るための支援を行います。 

就 労 選 択 支 援 
就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、アセスメント等
を実施しながら本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援
します。 

自 立 生 活 援 助 
施設やグループホーム等から地域での一人暮らしに移行した方など
に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応を行い、日
常生活を営む上で必要な助言・連絡調整などを行います。 

３ 
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共 同 生 活 援 助 
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ) 

共同生活の場所で入浴や排せつ・食事の介護や、日常生活上の支援な
どが受けられます。 

地
域
相
談
支
援
給
付 

地 域 移 行 支 援 
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院してい
る方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関す
る相談や必要な支援を行います。 

地 域 定 着 支 援 
単身等で生活する障害のある方に対し常に連絡がとれる体制を確保
し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、相談その他の必要な支援
を行います。 

 

イ  障害児通所支援  

サービスの名称 内          容 

児 童 発 達 支 援 
日常生活の基本的な動作の習得や集団生活への参加のための療育支
援活動などを受けられます。就学前の障害児が対象です。 

放課後等デイサービス 
放課後や長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練
や、社会との交流の促進などの支援が受けられます。就学している障
害児が対象です。 

保 育 所 等 訪 問 支 援 
障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その
他必要な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重症心身障害児などの児童発達支援等を受けるための外出が困難な
重度の障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導
などを行います。 

 

②利用費用  

負担能力に応じた利用者負担となります。（ただし所得に応じて月額上限があります） 

 

③申請に必要な書類等 

・申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・利用者負担額の月額上限算定に必要な書類（指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳、療育手帳、精神手帳等 

 

④申請・相談窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害相談係 

※障害支援区分や申請者の要望などをもとに、受けられるサービスの量が決まります。 
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（２） 地域生活支援事業 

①サービスの内容 

サービスの名称 内          容 

移 動 支 援 外出時のヘルパーによる付き添いや見守りを行います。 

日 中 一 時 支 援 
日中の一時的な預かり支援（活動の場の提供や日常的な訓練）を 

行います。 

地域活動支援ｾﾝﾀｰⅡ型 機能訓練、入浴などのｻｰﾋﾞｽを提供し生活向上を図ります。 

地域活動支援ｾﾝﾀｰⅢ型 
創作活動・生産活動の場を提供し、自立と社会参加の促進を図り
ます。 

相 談 支 援 福祉サービスの利用や日常生活上の様々な相談に対応します。 

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 訪問入浴車により家庭に訪問し、入浴の介助を行います。 

 

②利用費用 

・負担能力に応じた利用者負担となります。（ただし所得に応じて月額上限があります） 

 ・「相談支援」「地域活動支援センターⅢ型」は無料です。 

 

③申請に必要な書類等 

 サービスの種類により異なります。 

 

④申請・相談窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害相談係 

※障害支援区分や申請者の要望などをもとに、受けられるサービスの量が決まります。 
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手当・年金 

（１）障害児福祉手当  

①受給できる方・認定の内容 

・１９才以下で、心身に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を要す
る方 

・障害者手帳等の有無に関係なく、別に定められた障害程度に該当しているかどうかで
認定します。 

手当支給額 令和 7 年度 令和 8 年度 

手当額（月額） 16,100 円 16,560 円 

 

②申請に必要な書類等 

・認定請求書（指定様式が申請窓口にあります） 

・所得状況届（指定様式が申請窓口にあります） 

・認定診断書（障害の種類に応じた指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳又は療育手帳等（お持ちの場合） 

・年金証書（障害年金を受給している方） 

・受給者名義の普通預貯金通帳 

・マイナンバーカード 

 

③その他 

・手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 

・手当の支給月は２月・５月・８月・１１月で、前３ヶ月分が口座に振り込まれます。 

・本人及び扶養義務者の所得によっては、受給資格はあっても手当の支給が停止される
ことがあります。 

・施設に入所している方及び入所した方は、請求及び受給資格はありません。 

・２０才に到達すると資格喪失となります。 

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
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（２）特別障害者手当  

①受給できる方・認定の内容 

・２０才以上で、心身に著しい重度の障害があり、日常生活において常時介護を要する方 

・障害者手帳等の有無に関係なく、別に定められた障害程度に該当しているかどうかで
認定します。 

手当支給額 令和 7 年度 令和 8 年度 

手当額（月額） 29,590 円 30,450 円 

 

②申請に必要な書類等 

・認定請求書（指定様式が申請窓口にあります） 

・所得状況届（指定様式が申請窓口にあります） 

・認定診断書（障害の種類に応じた指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳又は療育手帳等（お持ちの場合） 

・年金証書（障害年金を受給している方） 

・受給者名義の普通預貯金通帳 

・マイナンバーカード 

 

③その他 

・手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支給月は２
月・５月・８月・１１月で、前３ヶ月分が口座に振り込まれます。 

・本人及び扶養義務者の所得によっては、受給資格はあっても手当の支給が停止される
ことがあります。 

・施設に入所したとき、病院又は診療所に継続して３ヶ月を超えて入院したとき(超えた
月の翌月から)は、受給資格が無くなります。 

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（３）特別児童扶養手当  

①受給できる方・認定の内容 

・１９才以下の重度又は中度の心身障害児を監護している父又は母、もしくはそれに代
わって養育（同居、監護、生計維持）している方 

・障害者手帳等の有無に関係なく、別に定められた障害程度に該当しているかどうかで
認定します。 

・障害程度によって１級、２級に区分されます。なお、級の区分は、障害の状況に応じて
変更申請することができます。 

手当額（月額） 令和 7 年度 令和 8 年度 

１級 56,800 円 58,450 円 

２級 37,830 円 38,930 円 
 

②申請に必要な書類等 

・特別児童扶養手当認定請求書（指定様式が申請窓口にあります） 

・戸籍謄本 

・特別児童扶養手当認定診断書（障害の種類に応じた指定様式が申請窓口にあります） 

・特別児童扶養手当振込先口座申出書（指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳又は療育手帳等（お持ちの場合） 

※療育手帳「Ａ」の場合は、手帳の写しで診断書にかえることができる場合があります。   

・受給者名義の普通預貯金通帳 

・マイナンバーカード 

※請求者が障害のある方と別居している場合は、別居監護申立書が必要になります。 

※養育をしている方が請求する場合、養育申立書及び障害のある方の父及び母の戸籍
または除かれた戸籍謄（抄）本が必要になります。 

 
③その他 

・手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支給月は４
月・８月・１１月で、前４ヶ月分が口座へ振り込まれます。 

・世帯の所得によっては、受給資格はあっても手当の支給が停止されることがあります。 

・障害のある方が施設に入所している又は入所した場合、請求及び受給資格はありませ
ん。 

・障害のある方が２０才に到達又は障害を支給事由とする年金を受給できるようになっ
た場合は資格喪失となります。 

 
④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

（４）在宅重度重複障害者介護見舞金  

施設入所が困難な在宅の重度重複障害者を、常時介護している保護者が受給できます。 
 

①対象者 

対象となる障害者は次のすべてを満たす方です。 

・療育手帳「Ａ」の方 

・身体手帳（1 級）で、かつ視覚障害（１、2 級）、聴覚障害（2 級）、肢体不自由（１、
2 級）、内部障害（1 級）が２以上重複している方 

 
② 問い合わせ・申請窓口 

柏崎地域振興局健康福祉部 企画調整課（柏崎保健所） 

柏崎市鏡町１１－９ 電話：２２－４１６６ 
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（５）心身障害者扶養共済制度  

障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に
死亡等があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 

 

①加入できる方 

障害のある方の保護者（６５才未満）で、県内に住所があり、特別な疾病や障害のない方 

 

②障害のある方の範囲（次のいずれかに該当する方） 

・知的障害者（療育手帳の有無は関係ありません） 

・身体手帳１級・２級・３級の方 

・上記２項目と同程度と認められる方（統合失調症、脳性麻痺、自閉症、血友病など） 

 

③共済掛金（障害のある方 1 人につき２口まで加入できます） 

・加入時の年齢により１口あたりの月額が変わります。 

・２０年以上加入した方で、かつ６５才以上の方は掛金が免除されます。また世帯の課
税状況に応じて掛金が軽減されます。 

 

④年金等の支給 

・年金 

加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害のある方に支給されます。 

（加入数１口…月額２０，０００円、加入数２口…月額４０，０００円） 

・弔慰金 

１年以上加入した後に、加入者の生存中に障害のある方が死亡したとき、加入期間に 

応じて支給されます。 

（平成２０年度以降加入の場合１口あたりで５０，０００円から） 

・脱退一時金 

５年以上加入した後に、加入者が脱退したときは、加入期間に応じて支給されます。 

（平成２０年度以降加入の場合１口あたりで７５，０００円から） 

 

⑤申請に必要な書類等 

・心身障害者扶養共済加入等申込書（指定様式が申請窓口にあります） 

・申込者の健康状態の告知書   （指定様式が申請窓口にあります） 

・必要な場合、年金管理者指定届書（指定様式が申請窓口にあります） 

・申込者及び心身障害者の住民票 

・障害証明書（身体手帳・療育手帳等） 

 

⑥問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（６）障害基礎年金  

原則として国民年金に加入している間に病気・ケガ・知的障害・精神障害により一定の障
害状態となった方は障害基礎年金を受給することができます。なお、２０才前に一定の障
害となった方は、加入に関係なく２０才から受給できます。 

 

①認定の内容 

病気やケガ等をして初めて医師または歯科医師の診療を受けた時から１年６ヶ月を経
過した日（その前に症状が固定した場合、その固定した日）に、一定の障害（1 級又は２
級）に該当しているかどうかで認定します。（障害者手帳の有無は問いません） 

 

②その他 

・障害の内容や年齢により、受給要件が異なります。 

・支給は、年額を６回（偶数月）に分けて支給します。 

・保険料納付要件を満たしていること 

初診日の前日に一定の保険料納付済（免除）期間があることが必要です。 

 

③問い合わせ 

柏崎市役所 市民生活部市民課 国民年金係（電話：２１－２２０１） 

 

 

 

 

 

 

（７）障害厚生年金  

厚生年金に加入している間に病気・ケガ・知的障害・精神障害により一定の障害状態と
なった方は障害厚生年金を受給することができます。 

 

①認定の内容 

・障害の程度によって 1～３級、障害手当金(一時金)に区分され、支給年額についても、
加入月数等によって異なります。（障害者手帳の有無は問いません） 

・病気やケガ等をして初めて医師または歯科医師の診療を受けた時から１年６ヶ月を経
過した日（その前に症状が固定した場合、その固定した日）に、一定の障害に該当して
いるかどうかで認定します。（障害手当金については、症状固定の認定期間は５年以内
になります） 

 

②その他 

・障害の内容や年齢により、受給要件が異なります。 

・支給は、年額を６回（偶数月）に分けて支給します。（障害手当金を除く） 

・保険料納付要件を満たしていること 

初診日の前日に一定の保険料納付済（免除）期間があることが必要です。 

 

③問い合わせ 

柏崎年金事務所（柏崎市幸町３－２８ 電話：３８－０５６８） 
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自動車 

（１）自動車改造費の補助  

柏崎市内に住所を有する者で、障害者が就労等に伴い自動車を所持し改造する必要があ
る場合に、自動車の改造に要する費用を助成します。改造前に申請してください。 

 

①対象と助成の範囲  

区分 本 人 運 転 の 改 造  介 護 者 運 転 の 改 造  

対象者 

次のいずれかに該当する方 
・上肢、下肢、体幹機能障害の身体手

帳で等級が１、２級の者 
・身体手帳所持者で、運転免許証に改

造の条件の記載がある者 

身体手帳１、２級で、自ら運転することができ
ない車椅子利用者の配偶者又は扶養義務者で
ある者 

自動車 本人が所有し、本人が運転すること 本人又は介護者 

改造 
部位 

操向装置、駆動装置の改造 
(ハンドル､ブレーキ､アクセル等) 

移乗装置の改造（既に改造が施してある車を
購入する場合も助成が可能。その場合の経費
はベース車との差額分） 

助成 
範囲 

直接改造に要した経費 
（１０万円が限度） 

改造に要した経費を基準額とし、それに世帯
の所得ごとに設定された補助率を乗じた額を
助成 
・生活保護世帯 
 助成に要した費用*10/10(上限 60 万円） 
・所得税非課税世帯 

助成に要した費用*2/3（上限 40 万円） 
・所得税課税世帯 

助成に要した費用*1/2（上限 30 万円） 

所得 
制限 

本人所得額 
(扶養親族等がいない場合) 

３，６６１，０００円 

本人所得額 
(扶養親族等がいない場合） 

３，６６１，０００円 
対象者の配偶者及び扶養義務者 
(扶養親族等がいない場合） 
 ６，２８７，０００円 

その他 
の制限 

・就労等に伴い自動車改造が必要
であること 

・過去５年間にこの事業による助
成を受けていないこと 

・障害者の移動のために自動車改造が必要で
あること 

・過去５年間にこの事業による助成を受け
ていないこと 

※障害等級は個別等級によります。 

 

②申請に必要な書類（改造前に申請） 

・自動車改造費助成申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・業者の見積書（改造の経費が分かるもの：改造車及び改造車のベースとなる車） 

・自動車検査証（新車購入の場合、申請時には必要ありません） 

・運転免許証（未所持の場合、申請時には必要ありません） 

・身体手帳 

③問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

※免許証条件変更（改造条件）の問い合わせは長岡運転免許センターへ 

（電話：０２５８－２２－１０５０） 

５ 
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（２）自動車運転免許取得費の補助  

  柏崎市内に住所を有する者で、身体障害者が就労等に伴い自動車運転免許（普通自動車）
を取得する場合、取得に要する費用の一部を助成します。自動車教習所へ入校する前に申
請してください。 

  
①対象者 

・身体手帳が１級からおおむね４級（個別等級）までの方で、免許の取得により就労が見
込まれるなど、社会活動への参加に効果があると認められる場合。 

②助成額 

・自動車教習所で免許を取得した場合、費用の２/３（上限１０万円）が補助されます。 
③申請に必要な書類等（申請は、自動車教習所へ申し込む前に行う必要があります） 

 ・自動車運転免許取得費助成申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
 

（３）駐車禁止除外指定車標章 

身体障害・知的障害・精神障害の方が自動車を利用する際に、標章を掲示することによ
り、駐車禁止の場所及び時間制限駐車区間に駐車することができます。 

 
①対象となる方 

●身体手帳の次に該当する方 

障 害 名 等  級 障 害 名 等  級 

視  覚  障  害  1級、2級、3級、4級 運 動 機 能 障 害 

（一上肢のみは対象外） 
上肢 1 級、2 級 

聴  覚  障  害  2 級、3 級 移動 1級、2級、3級、4級 

平 衡 機 能 障 害 3 級 心 臓 機 能 障 害 1 級、3 級 

上 肢 不 自 由 1 級、2 級-1・2 じ ん 臓 機 能 障 害 1 級、3 級 

下 肢 不 自 由 1級、2級、3級、4級 呼 吸 器 機 能 障 害 1 級、3 級 

体 幹 不 自 由 1 級、2 級、3 級 ぼうこう・直腸機能障害 1 級、3 級 

免 疫 機 能 障 害 1 級、2 級、3 級 小 腸 機 能 障 害 1 級、3 級 

肝 機 能 障 害 1 級、2 級、3 級  

●療育手帳「Ａ」の方 

●精神手帳 1 級の方 

②申請に必要な書類等 

・申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・障害者手帳 

・使用者（障害者）の住民票（3 か月以内発行のもの） 

・申請者の印鑑 

※代理申請の場合は、申請資格や必要書類がありますので、事前にお問い合わせください。 

③その他 

・手数料は無料です。また申請から交付までは、おおむね３週間かかります。 

・運転者が車両を離れるときは、標章とは別に「運転者の連絡先又は用務先」を記載した
書面を車両のフロントガラスの見やすい箇所に掲示する必要があります。 

・標章は障害者本人に交付され、３年間有効です。 
 

④問い合わせ・申請窓口 

  柏崎警察署 交通課（日吉町５-１０ 電話：２１－０１１０  ＦＡＸ：２２－０１０１） 
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（４）有料道路通行料金の割引  

あらかじめ登録手続きを行っていただくことにより、国内の有料道路を通行する際、手 

帳を提示する等により通行料金が割引されます。 
 

① 対象となる方・内容 

  障害者本人が運転する場合 障害者以外の方が運転する場合 

割引対象者 

（手帳所持者） 

身体手帳の交付を受けてい
るすべての方 

・身体手帳第１種の方 

・療育手帳「Ａ」の方 

事前登録できる
自動車 

定員１０人以下の自家用の乗用・貨物・特種車（法人所有、軽ﾄﾗｯ
ｸ、ﾚﾝﾀｶｰ、車検・修理時の代車等は除く） 

※事前登録できる自動車は、障害のある方１人につき１台に限定され
ます。 

自動車の 

所有者要件 

本人、配偶者、直系血族及び
その配偶者、兄弟姉妹及び
その配偶者並びに同居の親
族等 

・本人、配偶者、直系血族及びその配偶
者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同
居の親族等 

・上記の方が自動車を所有していないと
きは、障害者ご本人を継続して日常的
に介護している方 

割引率 ５０％以内 

 ◎自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等
を考慮し、自動車を事前登録されていない場合でも、要件を満たす自動車が割引の対象に
なります。通行は一般レーンとなります。 

 
②利用方法 

利用する前に、以下の必要書類を市役所福祉課障害福祉係に持参して、申請したうえで
障害者手帳に「有料道路割引証明シール」を貼ってもらってください。 

  ○ＥＴＣを利用する方は、ＥＴＣレーンをノンストップで通行できます 

  ○ＥＴＣを利用しない方は、料金所で手帳を提示し「有料道路割引証明シール」を係員
に見せてください 

※手帳に車両番号、割引有効期限等を記載します。割引期限満了前に更新申請が必要で
す。（割引有効期限満了の２ヶ月前から手続きが出来ます） 

 
③割引申請に必要な書類等 

・有料道路障害者割引申請書 兼 ＥＴＣ利用申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・対象となる自動車の車検証  
※電子車検証の方は、「自動車検査証記録事項」もお持ちください。 

・身体手帳又は療育手帳（対象となる自動車の車両番号を記載します） 

・免許証（第２種の方） 
 

※ＥＴＣを利用される場合、上記の他に次のものが必要です。 

・ＥＴＣカード（20 才以上の方は、障害者本人名義のものに限ります） 

・ＥＴＣ車載器セットアップ申込書（管理番号が確認できるもの） 

※申請後に新たにＥＴＣ利用を設置し開始する時や、自動車、ＥＴＣカード、車載器を変
更した時は、変更届が必要です。 

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（５）新潟県おもいやり駐車場制度 

ショッピングセンター等の優先駐車スペースを、適正にご利用いただくための制度です。 
 

①交付対象者（下表に該当する方で、なおかつ歩行が困難又は歩行に配慮が必要な方） 

区   分 交  付  基  準 
有効
期間 

１ 

身
体
障
害
者 

視覚障害 身体手帳１級、２級、３級、４級 ５年 

平衡機能障害 身体手帳３級、５級 ５年 

上肢不自由 身体手帳１級、２級 ５年 

下肢不自由 身体手帳１級、２級、３級、４級、５級、６級 ５年 

体幹不自由 身体手帳１級、２級、３級、５級 ５年 

脳原性 
上肢機能 身体手帳１級、２級 ５年 

移動機能 身体手帳１級、２級、３級、４級、５級、６級 ５年 

内部障害(心臓,じん臓,呼吸器, 
ぼうこう直腸,小腸,免疫,肝臓) 身体手帳１級、２級、３級、４級 ５年 

２ 知的障害者 療育手帳所持者 ５年 

３ 精神障害者 精神手帳１級、２級 ５年 

４ 発達障害のある者 歩行に特別な注意が必要と医療機関等が認めた方 ５年 

５ 難病患者 特定疾患医療受給者 ５年 

６ 高齢者 介護保険の要介護状態区分が要支援１以上の方 ５年 

７ 妊産婦 
妊娠 7 ヶ月から産後１年半までの方 

必要 

期間 
多胎妊娠で妊娠７ヶ月から産後３年までの方 

８ その他けが人又は病人 歩行が困難であることが診断書等で確認できる方 

②申請に必要な書類等 

・利用証交付申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・①の交付基準を証明するもの 
 

③その他 

・スーパー等の案内表示のある駐車スペースを利用する必要がある際に、利用証を車内
に掲示してください。 

 
④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

（６）自家用有償旅客運送（福祉有償運送） 

  介助なしでタクシー・公共交通機関を利用することが難しい障害者の運送を行います。 

※事前に会員登録が必要です。詳細は直接事業者にお問い合わせください。 
 

 

 

 

 
 

 

事  業  者 電 話 番 号 

ＮＰＯ法人 北条人材バンク ３５－５９２０ 
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（７）福祉タクシー・介護タクシー  

車いす利用者などが積極的に社会参加できるように、福祉タクシーや介護タクシーがご
利用いただけます。事前の予約が必要です。 

営業内容の詳細については、各事業者に直接ご確認ください。営業エリアを限定してい
る事業者もありますので、特に市外事業者を利用するときは、よく確認してください。 

 

事業者  
予約電話番号 

（FAX 番号） 

備 考 

※詳細は予約時にご確認ください 

市 内 事 業 者 

柏崎タクシー  
０２５７－２３－５１５１ 

（FAX.0257-22-6163） 
車いす対応。 

大和タクシー  
０１２０－０４４－１４２ 

（FAX.0257-35-7778） 
車いす対応。 

コスモタクシー  
０１２０－０９９－２２７ 

（FAX.0257-32-0350） 
車いす対応。 

柏崎ポーターズ  
０２５７－２４－９３７９ 

（FAX.0257-37-1656） 

車いす、フルフラット車いす対
応。介護タクシー対応。 

いろどり  

介護タクシー  

０２５７－４１－５４０８ 

（FAX.0257-41-5409） 

車いす、リクライニング式車いす
対応。介護タクシー対応。 

福祉タクシー  

すまいる  
０９０－７６３４－５１８０ 車いす対応。 

福竹  

介護タクシー  

０８０－７９３１－１５９７ 

（FAX.0257-37-2266） 
車いす、ストレッチャー対応。 

虹色  

介護タクシー  
０７０－２４９１－１２３１ 車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー  

こころ  
０９０－３６９３－１４６９ 車いす対応。 

福祉タクシー  

おとなり  

0 2 5 7 - 3 5 - 7 2 0 5 

（FAX.0257-32-7261） 
車いす対応。 

福祉タクシー  

たんぽぽ  
0 9 0 - 9 5 5 5 - 8 5 8 1 車いす対応。 
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事業者  
予約電話番号 

（FAX 番号） 

備 考 

※詳細は予約時にご確認ください 

市 外 事 業 者 

出雲崎交通  
０２５８－７８－２２４４ 

（FAX.0258-78-2239） 
車いす対応。 

民間救急  

あんびにいがた  

0 2 5 - 3 6 4 - 0 1 2 3 

（FAX.025-364-0580） 
車いす、ストレッチャー対応。 

旭タクシー  
０２５８－２７－５０５０ 

（FAX.0258-27-8585） 
車いす、ストレッチャー対応。 

相互タクシー  
０２５８－３４－２５２５ 

（FAX.0258-33-2525） 

車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

中 越 交 通 
（長岡営業所） 

０２５８－３５－１２３９ 
（FAX.0258-35-1963） 

車いす対応。 

つばめタクシー 
０２５８－８６－０２２６ 

（FAX.0258-86-7447） 
車いす、ストレッチャー対応。 

カンコータクシー  
０２５８－３５－００３５ 

（FAX.0258-34-2448） 
車いす、ストレッチャー対応。 

長岡タクシー  
０２５８－３５－１７１７ 

（FAX.0258-33-9433） 
車いす、ストレッチャー対応。 

三越タクシー  
０２５８－３５－６１６１ 

（FAX.0258-39-8008） 
車いす、ストレッチャー対応。 

あおぞら介護  

タクシー  

０２５８－８６－７２８０ 

（FAX.0258-86-7258） 

車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

介護タクシー  

たけのこ  

０２５－５３６－２６３５ 

080-4178-8861（山田） 

車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

わくわく  

長岡営業所  

０２５８－２４－８８８８ 

（FAX.0258-24-8808） 

車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

髙和
た か わ

福祉限定  

タクシー  

０２５８－３４－５６６６ 

（FAX.0258-89-6080） 

車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

十日町タクシー  
０２５－７５２－３１８４ 

( FAX . 0 2 5 -7 5 2 -0 2 1 4 ) 
車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

十交タクシー  
０２５－７５２－３１４６ 

 ( FAX .025 -752-6238) 
車いす、ストレッチャー対応。 

介護タクシー対応。 

明石タクシー  
０２５－７５７－３３６０ 

 ( FAX .025 -752-7283) 車いす対応。 

にいがた民間  
救急サービス  

０８０－７２３９－１１９９ 

（FAX.0255-82-2251） 
車いす、ストレッチャー対応。 
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（８）自動車燃料費等助成事業  

通院や通所等で自家用車を使用している場合、燃料費の一部を助成します。 

※タクシー券（次ページ）との併用はできません。 

※申請は毎年度必要となり、申請後に給油した燃料費が助成対象となります。 

 

①対象と助成の内容          

区  分 利用形態 距離・助成上限額 

身体手帳１、２級 
療育手帳「Ａ」 
精神手帳１級 

週３日以上かつ継続して
６ヶ月以上の通所、通学に
使用 

１２，０００円 
※10 月から翌年 3 月までの間に新たに
対象者になった場合は、6,000 円 

身体手帳１、２級
又は障害名が腎臓
機能障害の方 

人工透析など、１医療機関
へ週３日以上かつ継続し
て６ヶ月以上の通院に使
用 

     
～2 ㎞未満…  ５，０００円 

2 ㎞～ 5 ㎞未満…１０，０００円 
5 ㎞～10 ㎞未満…２０，０００円 

10 ㎞～15 ㎞未満…３０，０００円 
15 ㎞～20 ㎞未満…４０，０００円 
20 ㎞～      ５０，０００円 
※10 月から翌年 3 月までの間に新たに
対象者になった場合は、上記金額の2分
の１ 
※距離は住所地から医療機関まで片道
距離です。 
 
 

聴覚・視覚障害の
方 
(障害者手帳の有
無に 
関係なく) 

新潟県立長岡聾学校およ
び新潟県立新潟よつば学
園への通所に使用 
 

 
下記の表の該当区分に当てはま
る 1 ㎞当たりの単価に自宅から
学校までの往復の距離および通
所日数を乗じた額  

区分  排気量  単価  

ガソリン  1000cc 以下  8 円  

1500cc 以下  9 円  

2000cc 以下  12 円  

2000cc 超  15 円  

ディーゼル  全車  9 円  

電気自動車  全車  3 円  

 
 

        
②申請に必要な書類等 

・柏崎市身体障害者等交通費助成申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・自動車検査証（本人又は同一生計者が所有するもの） 

・運転する方の運転免許証 

・身体手帳又は療育手帳又は精神手帳 

・マイナンバーカード 

・通学・通院証明書（必要と認めた場合。指定様式が申請窓口にあります） 

 
③問い合わせ・申請・請求窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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公共料金等の割引 

（１）柏崎市タクシー利用料金助成事業（タクシー利用券） 

障害者の社会参加、社会生活の利便性の向上、福祉の増進を図るため、市内及び市外の
一部のハイヤー・タクシーを利用する際に、料金を助成します。 

※自動車燃料費助成（前ページ）との併用はできません。 

 

① 対象となる方（次のいずれかに該当する方） 

・身体手帳１級・２級又は障害名が腎臓機能障害で透析のため週 3 回以上通院する方 

・身体手帳３級で、視覚障害・下肢不自由・体幹不自由・内部障害の方 

・療育手帳「Ａ」の方 

・精神手帳１級の方 

 

② 利用券の交付 

・交付枚数は、１年間で５２枚（１枚５００円分）です。 

ただし身体手帳１、２級又は障害名が腎臓機能障害で人工透析など１医療機関へ週３
日以上かつ継続して６ヶ月以上の通院が必要な方は、１００枚を交付します。（年度の
途中で新たに対象者になった場合は、交付枚数が変わります） 

・翌年度分のタクシー利用券は、前年度利用実績があった方は３月に郵送いたします。 

前年度利用実績が無く、タクシー利用券を利用したい場合はご連絡をいただければ郵
送いたします。 

  ※ 当初の交付は２６枚と透析の方は７８枚です。必要に応じて連絡をいただければ追
加交付します。 

※ タクシー利用券を紛失された場合は、再交付ができませんので、ご注意ください。 

 

③ 利用方法 

・降車時に手帳を運転手に提示し利用券を渡すと、運賃総額から５００円分（運賃によ
っては２,０００円分まで）が控除されます。 

・なお、身体手帳又は療育手帳をお持ちの方については、（３）ハイヤー・タクシーの運
賃割引も併せて利用することができます。精神手帳をお持ちの方については、各会社
によって、取り扱いが異なりますので、ご確認ください。 

 

④  問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

 

６ 
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（２）作業所通所交通費助成  

障害者の方が就労移行支援または就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の給付を受けて、作業所へ
通所するための交通費を助成します。 

 

① 助成の対象（下記の条件をすべて満たす場合） 

・障害者手帳を持っていること。 

・通所の距離が片道２km 以上あること。 

・他の助成や割引を受けられない公共交通（主にＪＲ）を利用すること。 

 

③ 対象となる柏崎・刈羽の作業所 

事業所名 就労移行 就労継続Ｂ型 就労継続Ａ型 

アートベースふらっぐ  ○  

With You   ○ 

Be With You  ○  

カフェみるく  ○  

かしわハンズ  ○  

こすもす作業所 ○ ○  

半田里庵こすもす  ○  

たいよう SOCIO センター ○ ○  

たいよう SOCIO センター日吉  ○  

茨内地域生活支援センター  ○  

夢工房 ○ ○  

ワークステージ「喫茶めぐ」  ○  

米山自在館  ○  

GRAN BASE  ○ ○ 

※柏崎・刈羽地区以外の作業所も助成の対象になります。 

 

③助成の内容 

通所にかかった交通費の２分の１の額（ただし、月５，０００円を上限とする。） 

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
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（３）ハイヤー・タクシーの運賃割引  

身体手帳又は療育手帳をお持ちの方が、県内のハイヤー・タクシーを利用する場合に、
乗車時に手帳を提示することにより運賃が１０％割引されます。精神手帳の場合は、各会
社により取り扱いが異なりますので、乗務員にご確認ください。 

（迎車回送料金は割引対象外です） 

 

（４）バス運賃の割引  

国内の路線バスや高速バスを利用する場合に、運賃が割引されます。 
 

①割引内容 

対 象 者 
割引となる方 

備考 割引率 本人 介護人 

身体手帳第１種の方 ○ ○  

普通 

乗車券 

…５０％ 

 

定期 

乗車券 

…３０％ 

身体手帳第２種（１級から３級）
の方 

○ ○  

身体手帳第２種（４級から 6 級）
の方 

○ △ 
本人が 12 歳未満の場合、
介護人の割引可 

療育手帳Ａをお持ちの方 ○ ○  

療育手帳Ｂをお持ちの方 ○ △ 
本人が 12 歳未満の場合、
介護人の割引可 

児童福祉施設の入所児 ○ ○  

精神手帳をお持ちの方 ○ × 

高速バスについては 

新潟交通・越後交通・頸城自
動車の県内路線のみ割引 

※小学生の定期乗車券は割引されません 

※バス会社により異なる場合がありますので、詳しくは各バス会社にお問い合わせください。 
 

②利用方法 

・運賃支払時又は定期券購入時に、手帳等または障害者手帳アプリ「ミライロ ID」を提
示して割引を受けます。 

・児童福祉施設入所者の場合、割引証は当該入所施設で発行します。 

 

（５）AI 新交通「あいくる」運賃の割引  

  「あいくる」を利用する場合に、運賃が割引されます。 
 

①割引内容 

対  象  者 割 引 と な る方 割 引 後 運 賃 

身体手帳、療育手帳、精神手帳をお持ちの方 本人 
（大人）   ２００円 

（小・中学生）１００円 

   

②利用方法 

  ・運賃支払い前、運転士に手帳等または障害者手帳アプリ「ミライロ ID」を提示して割
引を受けます。 
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（６）旅客鉄道運賃の割引  

各旅客鉄道会社の鉄道、航路を利用する場合に運賃が割引されます。 

①ＪＲの割引内容 

対象者 乗車券種類 利用形態 割引となる方 
割引
率 

身体手帳
第 1 種の
方、 

療育手帳
「Ａ」の
方、 

精神手帳 

第 1 種の
方 

普通乗車券 

単独で片道100Kmを越え
て利用する場合 

本 人 

50％ 

介護人と共に利用する場合
（キロ数の制限はない） 

本人と介護人 

定期乗車券 
第１種及び１２才未満の
第２種で介護人と共に利
用する場合 

本人と介護人 

(小学校の小児定期券は割引な
し。介護人は通勤定期券に限る） 

普通回数乗車券 介護人と共に利用する 

場合 
本人と介護人 

普通急行券 

身体手帳
第 2 種の
方、 

療育手帳
「Ｂ」の
方、 

精神手帳 

第２種
の方 

普通乗車券 
単独で片道100Kmを越え
て利用する場合 

本 人 

定期乗車券 
1２才未満の小児が介護人
と共に利用する場合 

本人と介護人 

(小学校の小児定期券は割引な
し。介護人は通勤定期券に限る) 

※各駅の乗車券発売窓口に、身体・療育・精神手帳を提示して乗車券等を購入します。 

※割引となる介護人は障害者１人につき１人が限度です。 

※ＪＲ以外の割引内容については、鉄道各社にお問い合わせください。 
 

②乗車券等の購入方法 

販売窓口に手帳等を提示して乗車券等を購入します。 

 

（７）航空運賃の割引  

 定期航空路線の国内線を利用する場合に、運賃が割引されます。ただし、割引の有無及び
割引内容は航空運送事業者により異なります。 
 

①割引内容 

対  象  者 割 引 と な る方 割 引 率 

身体手帳、療育手帳、精神手帳をお持ちの方 本人と介護者 1 人 約３６～４８％ 

※１２歳未満の方は割引されません。 

※精神手帳は、顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限ります。 

 

②航空券の購入方法 

販売窓口に身体手帳又は療育手帳、精神手帳を提示して航空券を購入します。 
   ※心臓機能障害の方は、気圧の変化等もあることから安全確保のため医師の診断書が

必要な場合があります。事前に航空会社へお問い合わせください。 
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（８）旅客船運賃の割引  

国内の各旅客航路を利用する場合に、運賃が割引されます。（燃料油価格変動調整金を除
く）ただし、船舶運航会社によって、割引の内容が異なります。 

 

①割引内容 

対  象  者 利 用 形 態 割引となる方 割引率・内容 

身体手帳第１種、療育手帳
「Ａ」の方、精神手帳 1 級
の方 

単独で利用 本人 ５０％ 

新日本海フェリー、 

佐渡汽船カーフェリー、 

ジェットフォイル及び
高速船（詳細は窓口で確
認してください） 

介護人と共に利用 本人と介護人 

身体手帳第２種、療育手帳
「Ｂ」、精神手帳 2,3 級の
方 

― 本人 

※佐渡汽船では車両の運転者は対象外となります。 

※精神手帳の方は、佐渡汽船に限ります。 

 

②乗船券の購入方法 

乗船券発売窓口に身体手帳、療育手帳または精神手帳を提示するとともに、窓口に備え
付けてある「障害者乗船運賃割引申込書」に所定の事項を記入して乗船券を購入します。 

 

（９）ＮＨＫ放送受信料の免除  

身体手帳、療育手帳ならびに精神手帳の交付を受けている方がいる世帯で、下記の基準
に当てはまる世帯は、ＮＨＫ放送受信料が免除されます。 

 

①免除内容 

対象世帯の条件（①②両方の条件に該当すること） 免除額 

①世帯に身体手帳・療育手帳・精神手帳を持つ方がいる 
②世帯構成員全員が市町村民税非課税 

全 額 

①世帯主が次の障害者手帳を持っている 
・視覚障害者又は聴覚障害者（１級～６級） 
・重度（１級又は２級）の身体障害者 
・重度（Ａ）の知的障害者 
・重度（１級）の精神障害者 

②世帯主が契約者 

半 額 

 

②免除申請に必要な書類等 

・放送受信料免除申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・身体手帳又は療育手帳又は精神手帳 

・印鑑 
 

③問い合わせ・申請窓口 

・NHK コールセンター 電話：０５７０－０７７－０７７ 

・NHK 新潟放送局 電話：０２５－２３０－１６５１ 

・柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 
 

免除基準に該当しなくなった時は、すみやかにＮＨＫ又は福祉課まで連絡してください。 
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（10）公共施設利用料等の割引  

身体手帳・療育手帳・精神手帳を提示すると、入場料や利用料が割引になります。介助者
も対象になる場合があります。 

※障害者手帳アプリ「ミライロ ID」の提示でも適用（詳しくは https://mirairo-id.jp/） 

①市内の対象施設 

 施   設   名 所 在 地  問い合わせ先 

体 
 

育 

陸上競技場 学校町 

アクアパーク事業所 

TEL ２２－５５５５ 

FAX ２２－０７６６ 

武道館 栄町 

県立柏崎アクアパーク 学校町 

白竜公園テニスコート 四谷 

駅前公園テニスコート 錦町 

スポーツハウス 東港町 

海岸公園運動広場（少年広場） 東港町 

佐藤池野球場・第二野球場 佐藤池新田 

総合体育館事業所 

TEL ２１－３７５１ 

FAX ２１－３７５３ 

佐藤池サッカーコート 佐藤池新田 

総合体育館 半田 

荒浜運動場 荒浜 

西山総合体育館・グラウンド・野球場 西山町浜忠 

文 

化 

等 

博物館 緑町 博物館 

TEL ２２－０５６７ 

FAX ２２－０５６８ 史跡・飯塚邸 大字新道 

県立こども自然王国 高柳町高尾 

県立こども自然王国 

TEL ４１－３３５５ 

FAX ４１－３５１５ 

 

②県内の対象施設 （一部を記載しています。） 

  施   設   名 所 在 地  問い合わせ先 

体 

育 
県立紫雲寺記念公園（屋内運動施設） 新発田市 TEL ０２５４－４１－１１２６ 

デンカビッグスワンスタジアム 新潟市 TEL ０２５－２８７－８８１１ 

新潟ふれ愛プラザ（障害者交流センター） 新潟市 TEL ０２５－３８１－８１１０ 

文 

化 

等 

県立自然科学館 新潟市 TEL ０２５－２８３－３３３１ 

県立万代島美術館 新潟市 TEL ０２５－２９０－６６５５ 

県立植物園温室 新潟市 TEL ０２５０－２４－６４６５ 

県立歴史博物館 長岡市 TEL ０２５８－４７－６１３０ 

県立近代美術館 長岡市 TEL ０２５８－２８－４１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mirairo-id.jp/
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（11）携帯電話基本使用料等の割引  

身体手帳・療育手帳・精神手帳をお持ちの方が契約する携帯電話で、基本 

使用料等の割引が受けられます。詳細は各電話会社へお問い合わせください。 

会 社 名 携帯電話からのお問合せ先 一般電話からのお問合せ先 

ＮＴＴドコモ 局番なし １５１ （無料） ０１２０－８００－０００ （無料） 
ａｕ 局番なし １５７ （無料） ０１２０－９７７－０３３  (無料) 
ソフトバンクモバイル 局番なし １５７ （無料） ０８００－９１９－０１５７（無料） 

 

（12）郵便料金の割引  

対 象 郵 便 物・貨 物 料    金 

通
常
郵
便
物 

第四種郵便物（点字郵便物、特定録音物等郵
便物） 無料（３kg まで） 開封とした盲人用の録音物又は点字用紙を
内容とする郵便物 

心身障害者団体の発行する定期刊行物を内
容とし、発行人から差し出されるもの 

毎月 3 回以上発行する新聞紙 

50g まで 8 円 

50ｇを超え、1kg まで 50ｇまでごとに
３円増し 

上記に掲げるもの以外のもの 

50g まで 15 円 

50ｇを超え、1kg まで 50ｇまでごとに
5 円増し 

ゆ
う
パ
ッ
ク
・
ゆ
う
メ
❘

ル 
心身障害者用ゆうメール 

一定の図書館と重度障害者(身体・知的)との
間で発受する冊子とした印刷物に限ります。 

150ｇまで          92 円 

250ｇまで          110 円 

500ｇまで          150 円 

1 ㎏まで           180 円 

2 ㎏まで           230 円 

2 ㎏超～3 ㎏以下       310 円 

聴覚障害者用ゆうパック 

聴覚障害者用ビデオテープその他の録画物
(DVD など)を内容とし、聴覚障害者と当社が
指定する施設との間で発受されるものに限
ります。重量は一律 30kg までとなります。 

60 サイズ          100 円 

80 サイズ            210 円 

100 サイズ            320 円 

120 サイズ            420 円 

140 サイズ            520 円 

160 サイズ            630 円 

170 サイズ            730 円 
点字ゆうパック 

※ 詳 細 は お 近 く の 郵 便 局 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
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税金の軽減 

（１）所得税、県・市民税  

①  所 得 税 等 の 控 除  

１ ） 所 得 控 除  

障害のある方が納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、
課税対象となる所得額から控除が受けられます。 

区 分 控  除  対  象  者 
所 得 控 除 額 

所 得 税 県・市民税 

障害者
控 除 

・身体手帳３・４・５・６級の方 

・療育手帳「Ｂ」の方 

・精神手帳２・３級の方 

２７万円 ２６万円 

特 別
障害者
控 除 

・身体手帳１・２級の方 

・療育手帳「Ａ」の方 

・精神手帳１級の方 

４０万円 ３０万円 

同居特
別障害
者控除 

特別障害者である控除対象配偶者・扶養親族が納
税者又は納税者と生計を一にするその他の親族
のいずれかと同居を常況としている場合 

７５万円 ５３万円 

 

２）心身障害者扶養共済制度に係る掛金の控除 

都道府県が心身障害者に関して実施する共済制度の掛金額は、小規模企業共済等掛
金控除として課税対象となる所得額から控除されます。 

 

３）医療費控除 

スト－マ用装具やおむつは、医療費控除の対象となります。医師が発行する「スト－
マ用装具使用証明書」や「おむつ使用証明書」と購入代の領収書を確定申告書に添付、
又は確定申告の際に提示してください。 

 

② 県・市民税の非課税の範囲 

障害者控除・特別障害者控除の対象者は、前年の合計所得額（地方税法上の合計所得額）
が１３５万円以下の場合、県・市民税は課税されません。 

 

●問い合わせ・申請窓口 

所 得 税：柏崎税務署（柏崎市中央町５－５３ 電話：２２－２１３１） 

県・市民税：柏崎市役所 財務部税務課 市民税係 （電話：２１－２２４７） 

 

③ 預貯金等の利子非課税  

一定の手続により、預け入れた郵便貯金・少額預金および購入した少額公債については、
それぞれの制度につき元本 350 万円を限度として利子などが非課税となります。 

【利用できる方】 

1.身体手帳の交付を受けている者  
2.療育手帳の交付を受けている者  
3.精神手帳の交付を受けている者  
4.障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給している者  
5.障害基礎年金など障害を給付事由とする年金受給者  
※具体的な内容・手続きなどは、各金融機関へお問い合わせください。 

７ 
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（２）自動車税(種別割・環境性能割) 

障害のある方が利用する自動車については、自動車税(種別割・環境性能割)が減免され
ます。 

① 免除の条件（４月１日現在又は登録時に条件を満たしていることが必要です） 

１）身体手帳をお持ちの方が自ら運転する場合 

納税義務者が身体手帳をお持ちの方であることに加え、下記の２つの条件（ア、イ）を
満たした場合、免除の対象となります。 

≪ア．対象となる障害≫ 

障 害 名 等  級 障 害 名 等  級 

視覚障害 1・2・3・4 
脳原性運動
機能障害 

上肢 1・2 

聴覚障害 2・3 移動 
1・2・3・4・5・
6 

平衡機能障害 3 心臓機能障害 1・3 

音声・言語機能障害（喉頭摘出に限る） 3 じん臓機能障害 1・3 

上肢不自由 1・2 呼吸器機能障害 1・3 

下肢不自由 
1・2・3・4・5・
6 

ぼうこう又は直腸機能障害 1・3 

体幹不自由 1・2・3・5 小腸機能障害 1・3 

ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽによる免疫機能障害 1・2・3 肝機能障害 1・2・3 

 

≪イ．対象となる自動車≫ （自動車検査証） 

所 有 者 欄 使 用 者 欄 そ の 他 

・自動車販売会社名義 

・身体手帳をお持ちの方名義 

・身体手帳をお持ちの方と同一生計の方名義 

身体手帳を 

お持ちの方名義 

「自家用」と記載
されている車 

 

 

２）療育手帳「Ａ」・精神手帳 1 級をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合 

下記の２つの条件（ア、イ）を満たした場合、免除の対象となります。精神障害者は 

さらに自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方に限ります。 

≪ア．対象となる自動車≫ （自動車検査証） 

所 有 者 欄 使 用 者 欄 そ の 他 

・自動車販売会社名義 

・療育、精神手帳をお持ちの方名義 

・療育、精神手帳をお持ちの方と同一
生計の方名義 

・療育、精神手帳をお持ちの方名義 

・療育、精神手帳をお持ちの方と同
一生計の方名義 

「自家用」と
記 載さ れ て
いる車 

 

≪イ．対象となる利用形態≫ 

療育、精神手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業または福祉施設入所者の帰省（施設
長の承諾を得たもの）のため 6 カ月以上継続して、週 1 日以上または月 4 日以上使用
する予定がある場合 
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３）身体手帳をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合 

納税義務者が身体手帳をお持ちの方であることに加え、下記の 3 つの条件（ア、イ、
ウ）を満たした場合、免除の対象となります。（18 才未満の方は納税義務者でなくても免
除の対象になります。） 

≪ア．対象となる障害≫ 

障 害 名 等  級 障 害 名 等 級 

視覚障害 1・2・3・4 脳 原 性 運
動 機 能 障
害 

上肢 1・2 

聴覚障害 2・3 移動 1・2・3 

平衡機能障害 3 心臓機能障害 1・3 

音声・言語機能障害（喉頭摘出に限る） 3 じん臓機能障害 1・3 

上肢不自由 1・2 呼吸器機能障害 1・3 

下肢不自由 1・2・3 ぼうこう又は直腸機能障害 1・3 

体幹不自由 1・2・3 小腸機能障害 1・3 

ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽによる免疫機能障害 1・2・3 肝機能障害 1・2・3 

 

≪イ．対象となる自動車≫ （自動車検査証） 

所 有 者 欄 使 用 者 欄 その他 

自動車販売会社名義 ・身体手帳をお持ちの方名義 

（ただし手帳をお持ちの方が１８才未満の場合
は同一生計の方名義） 

「自家用」と
記 載 さ れ て
いる車 

身体手帳をお持ちの方
と同一生計の方名義 

身体手帳をお持ちの方
名義 

・身体手帳をお持ちの方名義 

・身体手帳をお持ちの方と同一生計の方名義 
    

≪ウ．対象となる利用形態≫ 

身体手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業のため 6 カ月以上継続して、週 1 日以
上または月 4 日以上使用する予定がある場合 

 

４）障害者を常時介護する方が運転する場合（介護者運転） 

納税義務者が障害者手帳をお持ちの方であることに加え、下記の 3 つの条件（ア、イ、
ウ）を満たした場合、免除の対象となります。精神障害者はさらに自立支援医療(精神通
院)受給者証の交付を受けている方に限ります。 

≪ア．対象となる障害≫ 上記、２）３）の同一生計の方が運転する場合と同じ。 
 
≪イ、対象となる自動車≫ （自動車検査証） 

所 有 者 欄 使 用 者 欄 その他 

・自動車販売会社名義 
・身体手帳・療育・精神手帳をお

持ちの方名義 

身体手帳・療育・精神手帳を
お持ちの方名義 

「自家用」と記載され
ている車 

 
≪ウ．対象となる利用形態≫ 

単身又は身体障害者等のみで構成される世帯で生活する身体障害者等が所有する自動
車で生活する障害者の通学、通所、通院、生業または福祉施設入所者の帰省（施設長の
承諾を得たもの）のため常時介護する方が、１年以上継続して、週３日以上使用する予
定がある場合 
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②手続きの方法・申請窓口 

新たに取得した自動車については登録時に、また以前より所有している自動車に対し
ての減免は納期限までに申請窓口で行います。 

・自動車税(種別割) 
長岡地域振興局県税部 柏崎収税課 

（柏崎市三和町 5－55 柏崎総合庁舎内 電話：２１－６２２２） 

・環境性能割 

(財)長岡自動車協会、(財)新潟県自動車標板協会 

※免除の手続きは自動車販売会社へ依頼してください。 

 

③申請に必要な書類等 

・身体手帳、療育手帳、精神手帳 

・自動車検査証 

・運転する方の運転免許証 

・印鑑 

・マイナンバーカード 

・通学・通院・通所・生業等の証明書（同一生計・介護者の方が運転する場合） 

※証明書は学校、医療機関、施設、職場等での発行となります。 

・同一生計証明書（同一生計の方が運転する場合。本人運転で所有者が同一生計の方 

名義の場合） 

・常時介護証明書（介護者運転の場合。他に「誓約書」「運行計画書」が必要） 

・自立支援医療受給者証(精神障害者に限る) 
 

●同一生計証明書・常時介護証明書発行機関● 

身体手帳、療育手帳…福祉事務所（柏崎市役所福祉課障害福祉係） 

精神手帳…県地域振興局健康福祉環境部(柏崎保健所) 
上記の必要な書類をお持ちください。 

 

④その他 

・減免の対象となる自動車は、障害のある方１人につき１台に限られます。 

・本人運転の場合は、承認後３年毎に「使用状況等について」が送付されます。同一生計
の方の運転の場合は、毎年６月上旬に「継続申出書」が送付されます。 

・減免を受けている車を変更、又は買い替える場合、再度申請が必要になります。 

 

（３）軽自動車税  

障害のある方が利用する軽自動車等は、税金が免除されます。免除の申請は、納期限の
７日前までの手続きが必要です。 

免除の条件等については、（２）自動車税(種別割・環境性能割)（P33～）をご覧ください。 

なお、税金が免除されるのは、普通車を含め１台のみ。 

 

●問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 財務部税務課 諸税管理係（電話：２１－２２５０） 
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住宅 

（１）高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業 

①対象となる方 

身体手帳１級・２級又は療育手帳「Ａ」の方（介護保険適用の方は介護保険が優先され
ます。）で、住宅の改造等によって日常生活が容易になると認められる方。 

ただし、その世帯員の前年の収入合計が６００万円未満の世帯に限ります。 

 

②対象となる経費 

対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅で、次に揚げる改造
の工事費。（既に改造等が終わっている場合は、対象となりません） 

Ⅰ．玄関、廊下、居室、浴室、トイレ等の改造 

Ⅱ．段差解消機及び階段昇降機の設置 

Ⅲ．ホームエレベーターの設置 

 

③助成金の額 

上限５０万円（ただし、介護保険並びに日常生活用具給付事業の住宅改修費に該当の
方は３０万円）とし、補助金額は次のとおりです。 

Ⅰ．生活保護世帯     補助対象額の１００％ 

Ⅱ．所得税非課税世帯   補助対象額の ７５％ 

Ⅲ．上記以外の世帯    補助対象額の ５０％ 

 

④問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

※住宅改修については、この他に日常生活用具において居宅生活動作補助用具（住宅
改修 P43）があります。 

 

８ 
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補装具・日常生活用具 

（１）補装具の支給・修理  

①対象となる方 

身体手帳所持者又は難病患者等で下表の障害区分に該当する方 

（介護保険適用の方は、一部の品目について介護保険が優先されます。） 

 

②支給・修理の内容 

障害の内容に応じ、下表の補装具の支給・修理が受けられます。 

※申請前に購入したものについては、この制度は適用されません。 
 

障害区分 補  装  具  の 

種      目 

医 師 の 意 見 書 耐用 

年数 
備  考 

身体 難病 新 規 再交付 修 理 

肢 体 

不 自 由 

 

※手帳の 

級により
支給でき
ない物も
あります 

 

※
疾
患
等
に
よ
り
支
給
で
き
る
種
目
は
異
な
り
ま
す 

義         肢 ○ ○ △ １～５ 

 
装         具 ○ ○ △ １～３ 

姿 勢 保 持 装 置 ○ ○ △ ３ 

車
椅
子 

オ ー ダ ー メ イ ド ○ ○ △ 

６ メ
イ
ド

レ
デ
ィ 

手押し型を除く ○ ○ △ 

介護保険 

優  先 

手 押 し 型 × × × 

電 動 車 椅 子 ○ ○ △ ６ 

歩 行 器 ○ ○ △ ５ 

歩 行 補 助 つ え × × × ２～４ 

重度障害者用意思伝達装置 ○ ○ △ ５ 言 語 機 能 

起 立 保 持 具 ○ ○ △ ３ 
１ ８ 才 未
満 の 方 に
限る 

座 位 保 持 い す ○ ○ △ ３ 

頭 部 保 持 具 ○ ○ △ ３ 

排 便 補 助 具 ○ ○ △ ２ 

視覚障害 

義 眼 ○ × × ２ 

 

眼         鏡 ○ ○ × ４ 

盲 人 安 全 つ え × × × ２～５ 

聴覚障害 

補 聴 器 ○ ○ × ５ 

人工内耳用音声信号処理装置修理 × × × - 

・医師の意見書 ○＝必要、×＝不要、△＝５万円以上必要（電動車椅子のバッテリー交換は不要） 

・歩行補助つえ ＝ 松葉づえ・多点杖・ロフストランドクラッチ・カナディアンクラッチ 

プラットフォーム杖 

・眼鏡 ＝ 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡 

９ 
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③利用者負担額 

原則、補装具価格（基準額）の１割が利用者負担となりますが、世帯の所得に応じて月
額負担上限額が設定されます。（ただし、基準額を超える額は利用者負担となります。） 

なお、１８歳以上の対象者で世帯に市民税所得割額が４６万円以上の方がいる場合は、
支給対象外となります。  

 

所得区分 月額負担上限額 

生活保護世帯 ０円 

非課税世帯 ０円 

課税世帯 ３７，２００円 

 

④申請に必要な書類等 

・補装具支給・修理申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・県指定医師が記入した補装具支給・修理意見書（指定様式が申請窓口にあります） 

※添付の有無は②の医師の意見書欄を参照してください。 

・補装具業者の支給・修理見積書（柏崎市と委託契約をした業者に限ります） 

・身体手帳 

・個人番号（マイナンバー）確認書類（個人番号カード・通知カード等） 

 

⑤手続きの流れ 

  申  請    提出書類については、上記の「申請に必要な書類等」をご覧ください。 

     

受付・審査   審査において、補装具の種目及び申請の内容によって、県の判定が 

必要な場合があります。 

県の判定が必要なもの → 決定まで１～２か月程度 

県の判定が不要なもの → 決定まで２週間程度 

※判定の有無については、お問い合わせください。 

 

 支給決定    支給することが決まりましたら、市から申請した方へ「補装具費支給
決定通知書」「補装具費支給券」を、業者には「購入・修理依頼書」を
送付します。 

         決定通知書が届きましたら、業者と連絡を取り、製作・修理について
ご相談ください。 

          

 納品・支払い  納品後、利用者負担額を業者にお支払ください。その際、「補装具支給
券」の（受領）欄と（受領の権限委任）の欄の２か所に記名・押印をし
て、渡してください。後日、公費負担額を市から業者に支払います。 

 

⑥問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

○非課税世帯…市民税非課税世帯  

○課税世帯…市民税課税世帯 

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、18歳以上の
対象者の「本人とその配偶者」 
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（２）日常生活用具の給付  

① 対象となる方 

在宅の障害者又は難病患者等 

（介護保険適用の方については、介護保険が優先されます。） 

（一部品目については、入院・入所中の方も対象となります。） 

 

② 給付の内容 

障害の内容に応じ、下表の日常生活用具の給付が受けられます。 

※申請前に購入したものについては、この制度は適用されません。 

 

＜身体障害者・児＞ 

障害 
区分 

者・児の
別 品目 対象者 

耐用
年数 

基準額 
（円） 者 児 

視

覚

障

害 

○  電 磁 調 理 器 
視覚障害２級以上で原則１８歳以上
の者（視覚障害者のみの世帯及びこれ
に準ずる世帯の者） 

６年 23,000 

○ ○ 
歩行時間延長信号機

用小型送信機 
・ 視覚障害２級以上で原則学齢児以上 10 年 7,000 

○ ○ 
視覚障害者用 
音声体温計 

視覚障害２級以上で原則学齢児以上 ５年 9,000 

○ ○ 
視覚障害者用 
音声体重計 

視覚障害２級以上で原則学齢児以上 ５年 18,000 

○ ○ 
視覚障害者用 

音声血圧計 
視覚障害２級以上で原則学齢児以上 ５年 9,500 

○ ○ 情報・通信支援用具 

視覚障害２級以上で、用具を使用 

しなければパーソナルコンピュータの
操作が困難な者で原則学齢児以上 

４年
又は
５年 

100,000 

○  点字ディスプレイ 
視覚障害２級以上で原則 18 歳以上
の者で、必要と認められる者 

６年 383,500 

○ ○ 点字器 

標準型 視覚障害があり、主に読み書きを点字
によって行っている者で原則学齢児
以上 

７年 
性能によ
り異なる 

携帯型 ５年 

○ ○ 
視 覚 障 害 者 用 

ポータブルレコーダー 
視覚障害２級以上で原則学齢児以上 ６年 

録音再生 

85,000 

再生専用 

48,000 

○ ○ 
視覚障害者用活字 

文書読上げ装置  
視覚障害２級以上で原則学齢児以上 ６年 99,800 

○ ○ 点字タイプライター 

視覚障害２級以上で、就学若しくは
就労しているか、就労が見込まれる
者 

５年 63,100 
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障害 
区分 

者・児の
別 品目 対象者 耐用

年数 
基準額 
（円） 者 児 

視
覚
障
害 

○ ○ 視 覚 障 害 者 用 
拡 大 読 書 器 

視覚障害があり、本装置により文字
等を読むことが可能になる者で原則
学齢児以上 

８年 210,000 

○ ○ 視覚障害者用時計 視覚障害２級以上で原則学齢児以上 10 年 13,300 

○ ○ 視覚障害者用地上デジ
タル放送対応ラジオ 視覚障害２級以上の者 6 年 29,000 

○ ○ 点 字 図 書 視覚障害があり、主に読み書きを点字
によって⾏っている者 ― 

一般図書
の購入価
格相当額 

○ ○ 視覚障害者用 
装着型音声読書器 

視覚障害 2 級以上の者で、原則学齢
児以上の者 8 年 270,000 

○ ○ 視覚障害者用 
音声式色彩判別装置 

視覚障害 2 級以上の者で、原則学齢
児以上の者 5 年 50,000 

聴
覚
障
害 

○  聴 覚 障 害 者 用 
屋 内 信 号 装 置 

聴覚障害２級（聴覚障害者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯で、必要と
認められる者） 

10 年 87,400 

○ ○ 人工内耳電池  
身体手帳の障害（聴覚障害に係る者
に限る）を有し、人工内耳を装用して
いる者（児） 

― 

ボタン電池
3,000

（月額） 
充電池
17,600 

○ ○ 人工内耳用充電器 3 年 16,500 

○ ○ 人工内耳用乾燥器 2 年 14,300 

○ ○ 
ファクス

聴 覚 障 害 者 用 
通 信 装 置 

聴覚障害があり、コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の手段として必要と認
められる者で原則学齢児以上 

５年 30,000 

○ ○ 聴 覚 障 害 者 用 
情 報 受 信 装 置 

聴覚障害があり、本装置によりテレビ
の視聴が可能になる者 ６年 88,900 

⾳
声
⾔
語
そ
し
␸
く 

○ ○ 人工喉頭 
笛 式 

音声言語機能障害３級で、喉頭摘出
等により音声機能を喪失した者 

４年 5,000 

電動式 ５年 70,100 

○ ○ 
ファクス

聴 覚 障 害 者 用 
通 信 装 置 

発声・発語に著しい障害があり、コミ
ュニケーション、緊急連絡等の手段と
して必要と認められる者で原則学齢
児以上 

５年 30,000 
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障害 
区分 

者・児の
別 品目 対象者 

耐用
年数 

基準額 

（円） 者 児 

肢

体

不

自

由 

○ ○ 
重度運動機能障害者用
ジェスチャーインターフェース 

重度の運動機能障害であって、
ジェスチャーインターフェース によらなけ
れば、機能の操作が困難な者 

5 年 100,000 

○ ○ 
特 殊 寝 台 

(介護保険優先) 
下肢、体幹又は運動機能障害２級以上  ８年 154,000 

○ ○ 
特 殊 マ ッ ト 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害２級以上（常
時介護を必要とする者）で原則学齢
児以上 

５年 19,600 

○ ○ 
褥 瘡 予 防 マ ッ ト 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害が 2 級以上
の者で褥瘡の予防が必要と認めら
れる者 

※医師の診断書必要 

５年 80,000 

○ ○ 
特 殊 尿 器 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害１級（常時介
護を必要とする者）で原則学齢児以
上 

５年 67,000 

○ ○ 入 浴 担 架 

下肢又は体幹機能障害２級以上（入
浴の介助を必要とする者）で原則３
才以上 

５年 82,400 

○ ○ 

移 動 用 リ フ ト 

※天井走行型、住宅改
修を伴うものを除く 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害２級以上で
原則３才以上 

４年 300,000 

○ ○ 
体 位 変 換 器 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害２級以上 

（下着交換等に介助を必要とする
者）で原則学齢児以上 

５年 15,000 

 ○ 訓 練 い す 
下肢又は体幹機能障害 ２級以上
で原則３才以上 

５年 33,100 

 ○ 訓 練 用 ベ ッ ド 
下肢又は体幹機能障害２級以上で
原則学齢児以上 

８年 159,200 

○ ○ 
入 浴 補 助 用 具 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害があり、入浴
に介助を必要とする者で原則３才
以上 

８年 90,000 

○ ○ 
便     器 

(介護保険優先) 

下肢又は体幹機能障害２級以上で
原則学齢児以上 

８年 25,000 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 

下肢又は体幹機能障害が２級以上
で平衡機能に障害があり、頻繁に転
倒する者 

３年 
性能によ
り異なる 

○ ○ 
Ｔ字状・棒状つえ 

（一本つえ） 

下肢又は体幹機能障害があり、日常
生活の移動等において介助を必要
とする者で原則３才以上 

３年 
性能によ
り異なる 

○ ○ 

移動・移乗支援用具
（歩行支援用具） 

(介護保険優先) 

平衡、下肢、体幹機能に障害があり
家庭内の移動等において介助を必
要とする者で原則３才以上 

８年 72,000 
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障害 

区分 

者・児の
別 品目 対象者 

耐用
年数 

基準額 

（円） 者 児 

肢

体

不

自

由 

○ ○ 特 殊 便 器 上肢障害２級以上で原則学齢児以上 ８年 151,200 

○ ○ 携帯用会話補助装置 

肢体不自由があり、発声・発語に著
しい障害を有する者で原則学齢児以
上 

５年 98,800 

○ ○ 情報・通信支援用具 

上肢障害２級以上で、用具を使用し
なければパーソナルコンピュータの操
作が困難な者で原則学齢児以上 

４年
又は
５年 

100,000 

○ ○ 収 尿 器 
肢体、体幹機能障害がある者のうち
排尿障害のある者で原則学齢児以上 

１年 
性能によ
り異なる 

○ ○ 

居 宅 生 活 動 作 

補 助 用 具 

（住宅改修） 

※用具の設置に小規
模な住宅改修を伴う

もの 

(介護保険優先) 

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前
の非進行性の脳病変による運動機能
障害（移動機能に限る）がそれぞれ
３級以上の者（特殊便器への取替え
をする場合は上肢２級以上）で原則
学齢児以上 

― 

200,000 

上記対象者以外の障害者等で調査等
により市長が必要と認める者 

100,000 

そ

の

他 

○ ○ 透 析 液 加 温 器 

じん臓機能障害３級以上で自己連続
携行式腹膜灌流法（ＣＡＰＤ）による
透析療法を行う者で原則３才以上 

５年 51,500 

○ ○ 
ネ ブ ラ イ ザ ー 

（吸入器） 
呼吸器機能障害３級以上又は同程度
の身体障害者であって、必要と認め
られる者 

※申請時に医師の診断書の添付が必
要となる場合があります 

５年 

36,000 

○ ○ 電気式たん吸引器 60,000 

○ ○ 
ネブライザー・電気
式たん吸引器両用器 

76,680 

○ ○ 

動 脈 血 中 酸 素 

飽 和 度 測 定 器 

(パルスオキシメ-タ-) 

呼吸器又は心臓機能障害が３級以
上、もしくは同程度の身体障害者で
あって、在宅酸素療法又は人工呼吸
器の装着が必要な者 

※医師の診断書必要 

５年 

10,000 

呼吸状態を
継続的にモ
ニタリング
管理する必
要がある者 

157,500 

○ ○ ポ ー タ ブ ル 電 源 

呼吸器機能に障害のある者又は同程
度の身体障害者であって、常時人工
呼吸器等を使用している者で必要と
認められる者 

※申請時に医師の診断書の添付が必
要となる場合があります 

10 年 80,000 

○  
酸 素 ボ ン ベ 

運 搬 車 

医療保険における在宅酸素療法を行
う者 

10 年 17,000 



９ 補装具・日常生活用具 

 43 

 

障害 

区分 
者・児の

別 品目 対象者 
耐用
年数 

基準額 

（円） 者 児 

そ

の

他 

○ ○ 

ス ト ー マ 装 具 

（消化器系、泌尿器系） 
（紙おむつ等） 

・内部障害があり、人工肛門、人工ぼ
うこうを増設した者 

・身体手帳を持つ者で、スト-マ装具
の装着が困難な者、先天性疾患によ
る神経障害又は脳原生運動障害に
より紙おむつ、洗腸装具等が必要と
認められる者（原則３歳以上） 

― 

消化器系 

9,460 

泌尿器系 

12,430 

紙おむつ等 

12,820 

※基準額は
すべて月額 

○ ○ 火 災 警 報 器 

身体手帳２級以上（災害発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯の者）
で原則３才以上  

８年 15,500 

○ ○ 自 動 消 火 器 

身体手帳２級以上（災害発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯の者）
で原則３才以上  

８年 28,700 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 
精神疾患を有する者で平衡機能に障
害があり、頻繁に転倒するもの 

３年 
性能によ
り異なる 

※乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢
又は体幹機能障害に準じた取扱いとなります。 

※障害等級は個別等級によります。 

 
＜知的障害者・児＞ 

障害
区分 

者・児の
別 品目 対象者 

耐用 

年数 

基準額 

（円） 者 児 

知
的
障
害
者 

○ ○ 特 殊 マ ッ ト 療育手帳を持つ者で原則学齢児以上 ５年 19,600 

○ ○ 頭 部 保 護 帽 
療育手帳を持つ者で平衡機能に障害
があり、頻繁に転倒する者 

３年 
性能によ
り異なる 

○ ○ 特 殊 便 器 

療育手帳を持つ者（訓練しても自ら排
便後の処理が困難な者）で原則学齢児
以上 

８年 151,200 

○ ○ 火 災 警 報 器 

療育手帳を持つ者（災害発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯の者）
で原則３才以上  

８年 15,500 

○ ○ 自 動 消 火 器 

療育手帳を持つ者（災害発生の感知
及び避難が著しく困難な障害者のみ
の世帯及びこれに準ずる世帯の者）
で原則３才以上  

８年 28,700 

○  電 磁 調 理 器 
療育手帳を持つ者で原則１８歳以上
のもの 

６年 23,000 
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＜難病患者等＞ 

障害 

区分 
品目 対象者 

耐用 

年数 

基準額 

（円） 

難 

病 

患 
者 
等 

重度運動機能障害者用 

ジェスチャーインターフェース 

重度の運動機能障害であって、ジェス
チャーインターフェースによらなけれ
ば、機能の操作が困難な者 

５年 100,000 

特 殊 寝 台 寝たきりの状態にある者 ８年 154,000 

特 殊 マ ッ ト  寝たきりの状態にある者 ５年 19,600 

褥 瘡 予 防 マ ッ ト 
寝たきりの状態にある者で褥瘡の予防
が必要と認められる者 

５年 80,000 

特 殊 尿 器 自力で排尿できない者 ５年 67,000 

体 位 変 換 器 寝たきりの状態にある者 ５年 15,000 

移 動 用 リ フ ト 下肢又は体幹機能に障害のある者 ４年 300,000 

訓 練 用 ベ ッ ド 下肢又は体幹機能に障害のある者 ８年 159,200 

入 浴 補 助 用 具 入浴に介助を要する者 ８年 90,000 

便      器 常時介助を要する者 ８年 25,000 

移動・移乗支援用具 

（歩行支援用具） 
下肢が不自由な者 ８年 72,000 

特 殊 便 器 上肢機能に障害のある者 ８年 151,200 

自 動 消 火 器 

火災発生の感知及び避難が著しく困
難な難病患者等のみの世帯及びこれ
に準ずる世帯 

８年 28,700 

ネブライザー（吸入器） 

呼吸器機能に障害のある者 

５年 36,000 

電気式たん吸引器 ５年 60,000 

ネブライザー・ 

電気式たん吸引器両用器 
５年 76,680 

動脈血中酸素飽和度測定器
（パルスオキシメーター） 

呼吸器又は心臓機能に障害がある者
で、在宅酸素療法又は人工呼吸器の
装着が必要な者 

５年 

10,000 

呼吸状態を
継続的にモ
ニタリング
管理する必
要がある者 

157,500 

ポ ー タ ブ ル 電 源 

呼吸器機能に障害のある者で、常時人
工呼吸器等を使用している者で必要と
認められる者 

10 年 80,000 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修） 
下肢又は体幹機能に障害のある者 ― 200,000 
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③ 利用者負担額 

原則、日常生活用具価格（基準額）の１割が利用者負担となりますが、世帯の所得に応
じて月額負担上限額が設定されます。（ただし、基準額を超える額は利用者負担となります。） 

なお、世帯に市民税所得割額が４６万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。 

  

所得区分 月額負担上限額 

生活保護世帯 ０円 

非課税世帯 ０円 

課税世帯 ３７，２００円 

  

④ 申請に必要な書類等 

・日常生活用具給付申請書（指定様式が申請窓口にあります） 

・業者の見積書 

・身体手帳又は療育手帳 

・個人番号（マイナンバー）確認書類（個人番号カード・通知カード等） 

・【難病患者等及び対象者要件に応じて必要となる場合のみ】 

障害者等日常生活用具給付診断書 (指定様式が申請窓口にあります)  

  

⑤ 手続きの流れ 

 

   申  請    提出書類については、上記の「申請に必要な書類等」をご覧ください。 

     

受付・審査   申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定します。 

 

 支 給 決 定   給付することが決まりましたら、市から申請した方へ「日常生活用具
給付決定通知書」「日常生活用具給付券」を、業者には「日常生活用具
給付委託通知書」を送付します。 

         決定通知書が届きましたら、業者と連絡を取り、納品の日取りについ
てご確認ください。 

          

 納品・支払い  納品後、利用者負担額を業者にお支払ください。その際、「日常生活用
具給付券」の（用具受領者氏名）欄に記名・押印をして、渡してくださ
い。後日、公費負担額を市から業者に支払います。 

 

⑥ 問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

 

 

 

 

 

○非課税世帯…市民税非課税世帯 

○課税世帯…市民税課税世帯 

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、 

 ①障害者が１８歳以上の場合は、「本人とその配偶者」 

②障害者が１８歳未満の場合は、「その世帯員全員」 
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（３）小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付  

①対象となる方（次のすべてに該当する児童の保護者） 

・小児慢性特定疾病医療費助成受給者証(※1)をお持ちの在宅の児童 

・障害者手帳や療育手帳による補装具費の支給制度と日常生活用具の給付制度の対象に
ならない方(※2) 

 

※1 小児慢性特定疾病医療費助成制度については、柏崎地域振興局健康福祉部にお問い合わ
せください。 

※2 受給対象となる基準があります。申請前に柏崎地域振興局健康福祉部にご相談ください。 
●柏崎地域振興局健康福祉部（電話：0257-22-4112） 
 

②給付の内容 

下表のとおりです。基準額を超えた部分は、全額自己負担となります。 

※申請前に購入したものについては、この制度は適用されません。 

 

＜日常生活用具＞ 

種目 耐用年数 基準額 

便器 8 年 4,900 円 

特殊マット 5 年 21,560 円 

特殊便器 8 年 166,320 円 

特殊寝台 8 年 169,400 円 

歩行支援用具 8 年 66,000 円 

入浴補助用具 8 年 99,000 円 

特殊尿器 5 年 73,700 円 

体い変換器 5 年 16,500 円 

車椅子 5 年 77,440 円 

頭部保護帽 3 年 13,380 円 

電気式たん吸引器 5 年 62,040 円 

クールベスト － 22,000 円 

紫外線カットクリーム － (年額)41,580 円 

ネブライザー（吸入器） 5 年 39,600 円 

パルスオキシメーター 5 年 173,250 円 

ストーマ装具（消化器系） － (年額)113,520 円 

ストーマ装具（尿路系） － (年額)149,160 円 

人口鼻 － (年額)128,700 円 

 

③問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係  
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（４）軽・中等度難聴児補聴器購入費の助成  

①対象となる方（次のすべてに該当する方） 

・身体手帳の交付対象とならない 18 歳未満の難聴児 

・両耳の聴力レベルが 30db 以上 70db 未満（ただし、医師が補聴器装用の必要を認め
た場合は、30db 未満も対象とします） 

・補聴器の装用により、言語習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する方 

 

②助成の内容 

補聴器の購入費用（基準価格）の３分の２以内 

※申請前に購入したものについては、この制度は適用されません。 

※世帯内に、市民税所得割額 46 万円以上の方がいる場合は助成の対象となりません。 

 

③問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

 

 

（５）軽・中等度難聴者補聴器購入費の助成  

①対象となる方（次のすべてに該当する方） 

・身体手帳の交付対象とならない 18 歳以上の難聴者 

・両耳の聴力レベルが 30db 以上 70db 未満（ただし、医師が補聴器装用の必要を認め
た場合は、30db 未満も対象とします） 

・補聴器の装用により、言語習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する方 

 

 

②助成の内容 
 

区 分 助 成 額 助成上限額 

生活保護世帯 

又は 

市民税非課税世帯に属する 

助成対象者 

補聴器購入費の額 50,000 円 

上記以外の 

助成対象者 
補聴器購入費の額に２分の１ 25,000 円 

 

③問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 ※６５歳以上の方は、介護高齢課 地域包括支援係（電話：４３－９１２５）への 

申請となります。 
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その他の制度 

（１）紙おむつ購入費助成事業（おむつ券）  

①対象となる方 

在宅で常時紙おむつを使用している方で、次のいずれかに該当する方。 

・身体手帳・精神手帳１級・２級、又は療育手帳「Ａ」の方 

・特別障害者手当受給資格のある方。その他必要と認めた方 

 

②助成金額 

市民税所得割課税世帯は月額２,０００円、その他の世帯は月額３,０００円。 

 

③助成券の交付 

・助成券は４月と１０月の年２回、郵送で交付します。（新規の場合は申請月からの
交付になります。） 

・一度申請されると、継続して助成券が交付されますので再申請の必要はありません。 

 

④利用方法 

・紙おむつ購入の際に利用券を指定業者へ提出すると、助成券分の金額が控除されま
す。 

・助成券は市と協定している業者でのみ使用できます。 

・１回の購入で利用できる助成券は、購入額内であれば何枚でも利用できます。 

 

●問い合わせ・申請窓口 

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

※６５歳以上の方は、介護高齢課高齢対策係（電話：２１－２２２８）への 

申請となります。 

 

（２）緊急通報装置設置事業  

身体手帳又は療育手帳をお持ちの６５歳未満の方で、一人暮らし又はこれに準ずる世
帯の方に、緊急通報装置を貸与します。（急病や突発的な事故などのため、緊急に助け
を求めたいときに、ペンダントを押すことにより、受信センターに通報され、消防署（救
急車の手配など）と連絡を取り、いざというときの安全を図る装置です。 

市民税が課税されていない世帯が対象となります。 

 

●問い合わせ・申請窓口  

柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

※６５歳以上の方は、介護高齢課高齢対策係（電話：２１－２２２８）への 

申請となります。 

 

（３）青い鳥郵便葉書の無償配布  

身体手帳１級・２級又は療育手帳「Ａ」の方に、通常郵便葉書を２０枚、
青い鳥のオリジナル封筒に入れて無料で配布（郵送）します。 

  申込方法・期間は、毎年４月１日～５月３１日までの間に、お近くの郵便局で、 

身体手帳又は療育手帳を提示し、所定の用紙に必要事項を記入してください。 

代理人でも結構です。 

10 
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（４）点訳、音訳ＣＤ（デイジー版）の配布 

視覚に障害のある方を対象に、広報かしわざき等を点字、音訳ＣＤにして配布しています。 

 

●問い合わせ 柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

（５）意思疎通支援（手話通訳、要約筆記の派遣） 

聴覚に障害のある方が病院や学校などの社会生活に必要な用務で、 

意思伝達の仲介をする方がいない時に派遣します。 

 

手話通訳・・柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

要約筆記・・要約筆記サークル山百合 

※支援が必要な時は、早めに依頼してください。 

 

●問い合わせ 柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

（６）障害者相談員制度 

市が委託する民間の協力者で、障害のある本人又はその家族が、経験を活かして各種
相談に応じ、指導や助言を行い地域での暮らしを支援します。 

 

●問い合わせ 柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害相談係 

 

（７）生活福祉資金  

障害者が生活に必要な資金（自動車購入や住宅の増改築、技能習得に必要な経費など）
の貸付を受けることができます。 

 

●問い合わせ 柏崎市社会福祉協議会（柏崎市豊町 3-59 電話：２２－１４１１） 

 

（８）成年後見制度利用支援事業 

 認知症や知的障害、精神障害のある方が、成年後見制度を利用することを支援すること
により、権利を保護することを目的としています。制度を利用するために助成を希望され
る方は、下記の相談窓口にご相談ください。 

 

●相談窓口 柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

名   称 活  動  内  容 

柏崎点訳奉仕会 

・広報かしわざき、列車時刻、カレンダー等の点訳 

・点訳の学習 

・視覚に障害のある方たちとの交流 

柏 崎 音 訳 の 会  

・広報かしわざき、福祉の広場等の録音ＣＤ作製 

・音声訳の学習 

・視覚に障害のある方たちとの交流 
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（９）障害者差別解消法に関する相談 

 障害のある人が日常生活や社会生活を営む中で障害のことで差別されたり、いやなことや
困ったことが起こったりした時には下記の相談窓口にご相談ください。 

 

●相談窓口 柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

なお、上記で解決できない場合は、他の相談窓口をご案内させていただきます。 

 

障害者差別解消法に規定する差別とは 

「不当な差別的取扱い」  正当な理由がないのに障害があることでサービスの提供
を拒否されたり、制限を付けられたりして障害のない人たち
とは違う扱いをされた等。 

「合理的配慮の不提供」  障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があ
ったにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ
合理的な配慮がされない等。 

※社会的障壁：障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもので合理
的配慮を求められるもの。（例：利用しにくい施設、設備、制度や障害のある人の存在を意識
していない文化や慣習、障害のある人への偏見など。） 

 

 

（10）ヘルプマーク・ヘルプカードの配布 

 援助や配慮を必要としていることが外見では分からない方や、言葉で伝えられない
方が、身につけたり提示することにより周囲に知らせ、援助が得やすくなることを目
的としたヘルプマーク・ヘルプカードを配布しています。  

●問い合わせ  柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係  

●申請窓口  柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係・高柳町事務所・西山町事務所 

 

（11）Net119 緊急通報システム 

 Net119 は、音声による 119 番通報が困難な方が、スマートフォンなどで、いつで
も全国どこからでも音声によらない 119 番通報ができるシステムです。事前に申請が
必要です。 

●問い合わせ・申請窓口  

柏崎市消防本部 指令係（柏崎市三和町 8-51 TEL：24-1500 FAX：24-1119）  
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（12）避難行動要支援者登録制度 

 地震や風水害などの災害時や災害が発生するおそれがあるときに、自ら避難す
ることが困難な在宅の高齢者や障害をお持ちの方（避難行動要支援者）を支援する
制度です。 

※この制度を利用したい方は、事前登録が必要です。 

対象となる方：身体障害者手帳１級・２級、療育手帳 A、指定難病患者等、 

精神障害者福祉保健手帳１級で、自ら避難することが困難な方 

●問い合わせ・申請窓口  柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 

 

（13）相談窓口など 

＜相談機関（市役所以外）＞ 

名    称 所 在 地 
電  話 内    容 ＦＡＸ 

柏崎市総合福祉センター 豊町３－５９ 
２２－１４１１ 権利擁護や心配ごと、

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関する相談 ２２－１４４１ 

柏崎公共職業安定所 

（ハローワーク柏崎） 

田中 

２６－２３ 

２３－２１４０ 雇用・就労に関する 

相談 ２２－９９３２ 

中地域包括支援センター 
松美二丁目 

２－４１ 

２４－６７１５ 

・高齢者の介護・ 

福祉・医療・保健等
に関する相談・指導 

・高齢者の虐待への
対応などを含む総
合的な相談支援・権
利擁護 

・介護保険に関する 

相談・申請受付 

・地域で取組まれて 

いる福祉活動への 

支援 

・介護予防サービス
計画の作成 等 

２３－６１１６ 

東地域包括支援センター 
大字善根 

６７６９－１ 

３１－２１２２ 

３１－２１２０ 

西地域包括支援センター 

まちなか 

鏡町 8-13 

セラみなみ 

1 階 

２０－１５３５ 

４１－６６５１ 

西地域包括支援センター 

あかさかやま 

赤坂町 

４－５６ 

赤坂山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ内 

４１－５６１２ 

４１－５６１３ 

南地域包括支援センター 

大字佐水 

３１４０ 

いこいの里内 

３１－４５１５ 

３１－４５２５ 

北地域包括支援センター 

はらまち 

原町４－２３ 

なごみ荘内 

２４－４２０１ 

２４－４３０３ 

北地域包括支援センター 

にしやま 

西山町坂田 

３６５-１１ 

JA えちご中越 

西山プラザ内 

４７－７４２４ 

４７－２９３１ 
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＜障害福祉関係団体＞ 

団  体  名 活  動  内  容 

（福）柏崎市社会福祉協議会 

・地域福祉活動の支援、 

ヘルパーサービス(障害福祉サービス) 
・日常生活自立支援事業 

・生活福祉資金貸付制度 

柏崎市手をつなぐ育成会 ・知的障害者施設への支援、保護者の交流 

柏崎市ボランティアセンター ・ボランティア活動、募集、登録 

柏崎市民生委員児童委員協議会 ・福祉に関する相談、地域の見守り役 

柏崎市肢体不自由児者父母の会 
・障害のある子どもの交流を目的とした 

行事、集会の実施 

柏崎市身体障害者福祉協会 

・身体障害者体育大会、福祉大会等の参加 

・講演会等による障害者への情報発信 

・海岸清掃、植樹奉仕活動 

 

●問い合わせ・・・柏崎市役所 福祉保健部福祉課 障害福祉係 


